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令和は９

株式会社 ○○工務店

株式会社 ○○工務店

2

2

カブシキガイシャ ○○コウムテン

還付金を振込む金
融機関名（金融機
関名は省略しない
で正確に）及び支
店名を記入してく
ださい。また、ゆう
ちょ銀行への振り
込みを希望する場
合も、この欄に記入
してください。なお、
ネット銀行の一部に
ついては振込が出
来ない場合があり
ます。

ゆうちょ銀行への
振込みを希望する
場合は、５桁の
「記号」－８桁の
「番号」をこちら
の欄にご記入くだ
さい。

郵便局での受取り
を希望する場合
は、こちらの欄に記
入してください。
（指定できない郵
便局もあります。）

年度更新の場合
は「１」を、事業終
了の場合は「２」を
ご記入ください。

こ
の
欄
は
記
入
し
な
い
で

く
だ
さ
い
。

還
付
請
求
書
を
提
出
す
る
年
度
を
、元
号

「
９
」を
付
け
て
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

　記入例４のように概算保険料および一般拠出金への充当後に還付が生じる場合は、「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を
提出してください。

②厚生労働省HP（右のQRコード、または「労働保険関係各種様式」で検索してください。）から
　ダウンロードできます。（事業主控が必要な場合はコピーをご用意ください。）
③労働局又は最寄りの労働基準監督署にあります。
　なお、郵便にて請求される場合は、返信用の封筒を同封の上､ ｢労働保険料・一般拠出金還付請求書が必要｣である旨を記
　載し、送付してください。

次 （事業主控が必要な場合はコピーをご用意ください。）
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令 和 2

令 和  2

令 和  2 令 和  3

㉛法人番号

（元号：令和は9） （元号：令和は9）

雇用保険分

3501751101600101

800,000

〔計算方法〕 
　⑭（イ）531,550÷3＝

○第１期の保険料に全て充当し、なお余りがある場合は、原則第２期、第3期に順次残額を充当します。

第１期分㉒（イ）177,184円　　※余りが生じた場合は、
第２期分㉒（チ）177,183円　　　必ず第１期分に加算してください。
第３期分㉒（ル）177,183円　　　（余りは必ず１円または２円となります）

0.02

268,450

177,184

177,183

177,183

177,184

91,266 85,917

0 829 829

建築事業

177,183

10

申告書の書き方 労働保険料のみ充当した場合の例記入例１

800,000円 531,550円 268,450円

㉒（イ）
177,184円

㉒（チ）
177,183円

〔今期納付額の計算〕 
第１期

第２期

－

－

㉒（ロ）
177,184円

㉒（リ）
91,266円

＋ ㉒（ヘ）
829円

＝

＝

今期納付額
㉒（ト）
829円

第2期納付額
㉒（ヌ）

85,917円

充当意思「1」を記入

　充当とは、確定保険料額が申告済概算保険料額を下回る場合に、今年度の概算保険料や一般拠
出金の納付額にこの差引額を充てることをいい、充当意思とは、その意思を確認するものです。
　充当には以下の３パターンがあります。
充当意思「１」「労働保険料のみ充当」　　　　　　　→　記入例１へ（P.19）
充当意思「２」「一般拠出金のみ充当」　　　　　　　→　記入例２へ（P.20）
充当意思「３」「労働保険料及び一般拠出金に充当」　→　記入例３へ（P.21）

　「　充当意思」欄には「３」を記入していただくと労働保険料と一般拠出金の両方に充当で
きますので、事務手続が簡便になる場合があります。

⑴　充当額については、
　①　「　充当意思」欄が「１」の場合は、労働保険料のみに充当します。

　　労働保険料に充当後、なお余りがある場合でも、7月10日までに一般拠出金分を納付する
必要があります。

　② 「　充当意思」欄が「２」の場合は、一般拠出金のみに充当します。
　一般拠出金に充当後、なお余りがある場合でも、7月10日までに労働保険料分を納付する
必要があります。

　③　「　充当意思」欄が「３」の場合は、労働保険料及び一般拠出金に充当します。
　充当後、なお余りがある場合は、今期の納付は必要ありません（申告書の提出は必要で
す）。

⑵　一般拠出金に充当する場合は、「　充当意思」欄に「２」又は「３」を必ず記入してくだ
さい。

⑶　「⑰延納の申請」の納付回数が「３」で、「　充当意思」欄が「１」又は「３」の場合、
第１期に充当後、なお余りがある場合には、第２期、第３期の順で充当となります。

⑷　第１期から第３期の順に充当してもなお余りがある場合は、管轄の労働局に「労働保険
料・一般拠出金還付請求書」を提出し、還付の請求を行ってください。

　　なお、還付の請求手続については、P.22の「記入例４　充当後還付額が出る場合」を参照
ください。

充当額の記入方法

充当意思とは
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令 和  2 令 和  3

㉛法人番号

（元号：令和は9） （元号：令和は9）

雇用保険分

800,000

建築事業

829 0 0

800,000円 531,550円 268,450

差　　 額

268,450 267,621829円

tky13rlz

6 12

829

101600101 3501751

0.02

〔計算方法〕

一般拠出金へ充当する場合には、更に以下の計算となります。※確定保険料算出の結果、不足が生じた場合は不足
額を納付してください。

※還付額が生じた場合は、「⑩記入例１　充当額還付
額が出る場合」を参照してください。

○昨年度中に事業を廃止した場合は、口座振替の対象にはなりません。詳しくは、都道府県労働局にお問い合わせください。

申告済概算保険料額（昨年度申告した額）がまだ納められていない場合には充当及び還付の請求はできませんのでご注意ください。

次のような場合には確定申告が必要となります。
①平成29年度中に事業廃止した場合②労働保険事務組合へ事務を委託した場合③元請工事を行わない場合④元
請・下請の労働者を使っての工事を行わない場合⑤他の都道府県へ移転した場合
なお、事業場の労働者が0人であっても、元請工事を行う場合には、廃止の申告はできません。

事業を廃止した場合の例記入例 6

差　　 額 還 付 額

㉔
欄
の
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ず
れ
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ちょ銀行への振り
込みを希望する場
合も、この欄に記入
してください。なお、
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ます。
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年度更新の場合
は「１」を、事業終
了の場合は「２」を
ご記入ください。

こ
の
欄
は
記
入
し
な
い
で

く
だ
さ
い
。

還
付
請
求
書
を
提
出
す
る
年
度
を
、元
号

「
９
」を
付
け
て
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

　記入例４のように概算保険料および一般拠出金への充当後に還付が生じる場合は、「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を
提出してください。

②厚生労働省HP（右のQRコード、または「労働保険関係各種様式」で検索してください。）から
　ダウンロードできます。（事業主控が必要な場合はコピーをご用意ください。）
③労働局又は最寄りの労働基準監督署にあります。
　なお、郵便にて請求される場合は、返信用の封筒を同封の上､ ｢労働保険料・一般拠出金還付請求書が必要｣である旨を記
　載し、送付してください。

次 （事業主控が必要な場合はコピーをご用意ください。）
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13 平成27年3月31日以前に開始した工事の取扱い

機 械 装
置の組立
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けに関するもの
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14 事業の種類･労務費率･保険料率一覧表

【事業の開始時期ごとの消費税額の取扱いについて】
　事業の開始時期により、取扱いが以下のように異なりますのでご注意ください。

〇　計算方法の例
①事業の期間：平成25年９月１日～平成31年４月30日、請負金額8,610,000円（うち消費税額410,000円）、事業の種類が38の場合
　8,610,000円（消費税込み）　×　22％（労務費率）　＝　1,894,200円（賃金総額）
②事業の期間：平成26年12月１日～令和元年５月29日、請負金額5,400,000円（うち消費税額400,000円）、事業の種類が38の場合
　5,400,000円（消費税込み）　×　105 ／ 108　＝　5,250,000円（消費税率等に係る暫定措置適用後の請負金額）
　5,250,000円（消費税率等に係る暫定措置適用後の請負金額）　×　22％（労務費率）　＝　1,155,000円（賃金総額）
③事業の期間：平成30年４月10日～令和２年3月15日、請負金額23,760,000円（うち消費税額1,760,000円）、事業の種類が38の場合
　22,000,000円（消費税抜き）　×　23％（労務費率）　＝　5,060,000円（賃金総額）

事業の開始時期

①工事開始日が平成25年９月30日以前のもの 消費税を含む 適用されない

適用されない

適用される
（請負金額に108分の105を乗じる）消費税を含む

消費税を除く

②工事開始日が平成25年10月１日～
　　　　　　　平成27年3月31日までのもの

③工事開始日が平成27年４月１日以降のもの

請負金額 消費税率等に係る暫定措置

隧道等新設事業
ずい

　　請負金額は、平成27年3月31日以前に開始した工事については消費税を含めた額を記入してくだ
さい。また、労務費率により保険料の算定基礎となる賃金総額を算出する場合、平成25年10月１日
から平成27年３月31日までに開始した工事については、消費税率等に係る暫定措置が適用されます。

　　そのため、一括有期事業報告書（建設の事業）の作成にあたり、P.10の２の「平成25年10月１
日以降平成27年３月31日以前のもの」の期間の「㋥請負金額」欄の「計（小計）」については、下
記のURL、またはQRコードの記入例にならって２段に分割し、上段については消費税相当額を含
めた請負金額を、下段については上段の額に108分の105を乗じて得た額（その額に１円
未満の端数があるときはこれを切り捨てた額。）を記入してください。

　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/
　gyousei/index.html
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（注意事項）

　労働保険の保険料の徴収等に関する法律第41条第１項及び石綿による健康被害の救済に関
する法律第38条第１項において、保険料及び一般拠出金の還付を受ける権利は、行使するこ
とができる時から２年を経過したときは時効によって消滅する旨規定されております。
　したがいまして、事業主のみなさまにおかれましては、本請求書をできる限り早めに作成
していただき、所轄都道府県労働局あて御提出いただきますようお願いいたします。
　なお、行使することができる時から２年を経過した後に、本請求書を御提出いただいた場
合は、還付を受けることはできませんので御注意ください。
　御不明な点等がございましたら、所轄都道府県労働局までお問い合わせください。
　


